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熊本県公告第 701 号
　大規模小売店舗立地法（平成 ��年法律第 ��号）附則第 �条第 �項の規定による届出が
あったので、同法第 �条第 �項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出及び
添付資料を縦覧に供する。
　平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 大規模小売店舗の名称及び所在地
　　 新外ショッピングセンター
　　 熊本県熊本市新外二丁目 ����番 �外
２　 変更しようとする事項
　（１）　 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
　　　　 変更前　 開店時刻午前 �時　 閉店時刻午後 �時（年 ��日午後 ��時）
　　　　 変更後　 開店時刻午前 �時　 閉店時刻午後 ��時
　（２）　 来客が駐車場を利用することができる時間帯
　　　　 変更前　 午前 �時 ��分から午後 �時 ��分まで（年 ��日午後 ��時 ��分）
　　　　 変更後　 午前 �時 ��分から午後 ��時 ��分まで
３　 変更する年月日
　　 平成 ��年 �月 ��日
４　 変更に係る事項以外の届出事項
　（１）　 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称
　　　　 株式会社同仁堂ほか �
　（２）　 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
　　　　 �����平方メートル
　（３）　 駐車場の収容台数
　　　　 ���台
　（４）　 駐輪場の収容台数
　　　　 ��台
　（５）　 荷さばき施設の面積
　　　　 ��平方メートル
　（６）　 廃棄物等の保管施設の容量
　　　　 ��立法メートル
　（７）　 駐車場の自動車の出入口の数
　　　　 �か所
　（８）　 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　　　 午前 �時から午後 �時まで
５　 届出年月日
　　 平成 ��年 �月 ��日
６　 届出の縦覧場所及び縦覧期間
　　 熊本県商工観光労働部商工政策課
　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 ��月 ��日まで

　登載依頼

熊本県公安委員会規則第 13 号
　自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律事務取扱規則の一部を改正する規則を次
のように定める。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県公安委員会委員長　 本　 田　 �　 良
　　　 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律事務取扱規則の一部を改正する規則
　自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律事務取扱規則（平成 ��年熊本県公安委員
会規則第 ��号）の一部を次のように改正する。
　第 �条の次に次の �条を加える。
　（注意）
第 �条の �　 法第 ��条第 �項の規定による指示を行うに至らないが、業務の適正な運営の
　確保に資すると認められるときは、注意書（別記様式第 �号の �）により、注意するも
　のとする。
�　 前項に規定する注意は、被注意者に係る所轄警察署長を経由して行うものとする。
�　 注意書を交付する際には、当該自動車運転代行業者等から、注意書を受領した旨等を
　記載させた受領書（別記様式第 �号の �）を徴するものとする。
　第 �条第 �項第 �号を次のように改める。
　（２）　 法第 ��条第 �項の規定により読み替えて適用される道交法第 ��条の �第 �項の
　　　 規定による指示にあっては、指示書（別記様式第 ��号）
　第 �条第 �項中第 �号を第 �号とし、第 �号を第 �号とし、第 �号の次に次の �号を加
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える。
　（３）　 法第 ��条第 �項の規定により読み替えて適用される道交法第 ��条の �（同法第
　　　 ��条の �第 �項において準用される場合を含む。）の規定による指示にあっては、
　　　 指示書（別記様式第 ��号の �）
　（４）　 法第 ��条第 �項の規定により読み替えて適用される道交法第 ��条の �の規定に
　　　 よる指示にあっては、指示書（別記様式第 ��号の �）
　（５）　 法第 ��条第 �項の規定により読み替えて適用される道交法第 ��条の �第 �項の規
　　　 定による指示にあっては、指示書（別記様式第 ��号の �）
　（６）　 法第 ��条第 �項又は第 ��条第 �項第 �号の規定による指示にあっては、指示書
　　　（別記様式第 ��号の �）
　
　別記様式第 �号の次に次の �様式を加える。

12 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  8  1号平成 14年 8月 30日　金曜



13平成 14年 8月 30日　金曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  8  1号



【表】
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